
　　源泉徴収票に、①「住宅借入金等特別控除の額」、②「住宅借入金等特別控除可能額」

　及び③「居住開始年月日」が記載されていることを確認してください。記載のない場合は、

　お勤め先の給与担当の方にご確認ください。

　　なお、「源泉徴収税額」が０円でない場合は、「住宅借入金等特別控除可能額」は記載さ

　れていなくて構いません。(この場合、住民税の住宅ローン控除の対象外となっています。)

　　　

前年の収入が給与所得のみで、所得税の確定申告書を提出しない方の確認事項
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